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インド向け輸出水産食品の取扱いについて 

 

 

標記について、我が国からインドに輸出される水産食品に関して、別紙の

とおり「インド向け輸出水産食品の取扱要領」を定めたので通知します。 

 つきましては、その実施について特段の御理解、御協力をいただくととも

に、貴管下関係営業者等への周知のほどよろしくお願いします。 

 なお、本件については、農林水産省消費・安全局及び水産庁と協議済みで

あることを申し添えます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


